
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 横浜市では、午後６時から８時にかけて高まる小児医療のニーズに対応するため、一部

の医療機関において夕方時間帯に急病の小児のための診療を実施しています。 

 このたび、令和７年４月から実施している済生会横浜市東部病院（鶴見区）、横浜労災

病院（港北区）に加え、令和８年６月から独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター

（戸塚区）においても夕方時間帯の小児のための診療を開始します。 

０～15 歳までの方が、かかりつけの診療所等の診療時間外等に、急な病気や体調不良で

お困りの際にご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

１ 概要 

  診 療 科：小児科 

  診療時間：平日・土曜日の午後６時から午後８時まで 

日曜日・祝日の午後４時から午後８時まで 

  実施機関（追加）：独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター（戸塚区） 

  開始日時：令和８年６月１日（月） 

  留意事項：上記医療機関は、救急・重症患者の治療を担う医療機関であることから、

紹介状のない受診をする場合、原則として選定療養費※（自費）が必要に

なります。 

（※）選定療養費とは、地域基幹病院の医療体制を維持するため、紹介状なしで当該医療機関への受診

する場合に、診療費とは別に費用を求める制度です。 

 

２ 取組拡大の効果 

  今回の実施機関の拡大により、小児人口の多い北東部地域に加え、次いで小児人口の

多い戸塚区を中心とした南西部地域における小児医療の需要にも対応します。 

 ＜実施機関一覧＞ 

    ・北東部地域（令和７年４月～） 

   済生会横浜市東部病院（鶴見区）、横浜労災病院（港北区） 

  ・南西部地域（令和８年６月～） 

国立病院機構 横浜医療センター（戸塚区）  

令 和 ８ 年 ５ 月 2 9 日 
医 療 局 地 域 医 療 部 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

夕方時間帯における急病の小児のための診療 

新たに独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センターで開始します 

▲ 横浜医療センター
へのアクセス 

【参考】 

令和７年３月 26 日記者発表資料（済生会横浜市東部病院と横浜労災病院において夕方の急病のための

小児外来を設置します！） 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/iryo/2024/0326syounikyuukyuu.html 

 

裏面あり 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/iryo/2024/0326syounikyuukyuu.html


 

 
 

参考１ 急な病気やけがで迷ったら 

救急相談センター♯7119（または 045-232-7119、045-523-7119）とダイヤルしていた

だくと、「救急受診できる病院・診療所」、「今すぐに受診すべきか救急車を呼ぶべき

か」を電話相談できます。 

参考２ 夜間・休日に急な病気で小児救急医療機関を受診したいとき 

  本市では、患者や住民の皆様が、安心・安全に適切な医療を受けることができるよう、

救急医療機関と連携し、夜間急病センターや休日急患診療所等、夜間・休日に軽症患者

を受け入れる小児の初期救急医療※体制を整備しています。 

（※）初期救急医療とは、急な病気や体調不良のため、車や徒歩で来院し、外来の治療だけで帰宅可能な 

  軽症の患者を対象とした救急医療のことをいいます。 

 

【小児の初期救急医療体制の構成イメージ】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

お問合せ先 

（夕方の急病時の小児外来に関すること、救急医療に関すること） 

医療局救急・災害医療課担当課長 濱井  Tel 045-671-4817 

（選定療養費に関すること） 

独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター 事務部企画課 専門職 鈴木 Tel 045-851-2621 

■ 平日・土曜日の受入医療機関 

② 夕方 18 時～20 時 
・済生会横浜市東部病院(鶴見区) 

・横浜労災病院(港北区) 

・国立病院機構 横浜医療センター 

（戸塚区）今回追加 

③ 夜間 20 時～24 時 

  ・夜間急病センター(中区)  

  ・北部夜間急病センター(都筑区) 

  ・南西部夜間急病センター(泉区) 

④ 深夜 24 時～ 

・小児救急拠点病院（市内７病院） 

■ 日曜日・祝日の受入医療機関 

① 昼間 10 時～16 時 

・各区休日急患診療所（市内 18 診療所） 

② 夕方 16 時～20 時 

・済生会横浜市東部病院(鶴見区) 

・横浜労災病院(港北区) 

・国立病院機構 横浜医療センター 

 （戸塚区）今回追加 

③ 夜間 20 時～24 時 

  ・夜間急病センター(中区)  

  ・北部夜間急病センター(都筑区) 

  ・南西部夜間急病センター(泉区) 

④ 深夜 24 時～ 

・小児救急拠点病院（市内７病院） 

各医療機関の詳細は横浜市 Webページ 
「急病時のご相談・救急医療機関のご案内」 

今回拡充 

(夕方帯) (夜間帯) (深夜帯)

診療所・病院等 ② ③ ④

日曜日
・祝日

10～16時 16～20時 20～24時 24時～

(昼間帯) (夕方帯)

平日・
土曜日

診療時間開始～18時 18～20時 20～24時 24時～

(昼間帯)

(夜間帯) (深夜帯)

① ② ③ ④


